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理事長 松久三四彦殿

令 和 2年二12月 29日

町4番地四谷アネックス

一Ｔ 850160-1

昌

― ン

拝啓 時下益々ご清祥のことと存 じます。

さて、貴法人 より頂戴致 しま した令和 2年 11月 24日 付 け申入書兼質問書につ

きま して、以下の とお り回答 させて頂 きます。

サンミュージック・アヵデ ミーのウェブサイ トで 「よくある質問」の 「費用につ

いて」の A。 (回答)の 中で 「納入金の返金は姑応致 しかねます。」 と記載 してい

ることが、消費者契約法 9条 1号に違反す るとのご指摘につきま しては理解致 しま

した。

つきま しては、下記の とお り変更す ることとし、早速、業者に依頼 してウェブサ

イ ト上の記載を改めたい と存 じます。

記

「なお、納入頂いた費用の うち、 レンスン料につきま しては、 レンスン開始前に

入所契約 を解約 された場合には全額返還いた します。」

貴重なご意見を賜 りましたこと、心より感謝申し上げます。

敬 具




